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第２章  海岸保全施設の整備に関する基本的な事項 

第１節 海岸保全施設を整備しようとする区域 

（１） 整備区域の選定方針 

海岸保全施設を整備しようとする区域は、「第１章第２節（１）防護の目標」で定めた防護すべき地

域（防護水準として設定した侵食・高潮・津波等により、海岸の背後地域において、家屋や土地・資

産に対して被害の発生が予想される範囲）のうち、現時点から将来時点（2100年時点）にわたり、「侵

食および高潮・越波、津波などから防護する必要のある区域」とする。 

ここで、「侵食および高潮・越波、津波などから防護する必要のある区域」とは、海岸保全施設が未

整備の箇所、海岸侵食が著しく既存の海岸保全施設あるいは背後地・保安林等への影響が懸念される

箇所、高潮・越波、津波に対し既存の海岸保全施設では防護できない箇所、老朽化等により海岸保全

施設が現在必要とされる機能性を満足していない箇所について、海岸区分に加え、特に侵食では一連

となる漂砂系に配慮して設定した区域とする。 

また、海岸の生物の生息・生育や景観、あるいは人々の適正な利用の確保の観点から、既存の施設

を環境や利用に配慮した施設に作り替えていくことや、既存の施設と一体となった利便施設を整備す

ることに十分な配慮が必要な区域についても選定の対象とする。 

（２） 整備区域の選定 

上記の（１）整備区域の選定方針に基づき、整備対象区域として79区域(海岸)を選定し、図－2.1.1

（整備区域位置図）にその位置を示す。 

第２節 海岸保全施設の種類、規模及び配置 

（１） 一般的な海岸保全施設の種類と特性 

一般的に海岸保全施設は、その機能・形態から堤防、護岸、離岸堤、潜堤、消波工、突堤、養浜、

水門・樋門・陸閘などに区分することができる。また、これらに類する施設として、緩傾斜堤、人工

リーフ、サンドバイパス工などがある。これらの施設または工法の整備イメージは、図-2.2.1(代表的

な海岸保全施設等の整備イメージ)に示すとおりである。 

なお、本計画に基づいて整備できる施設の名称、概要・特性、防護の有効性及び周辺の影響につい

ては、表－2.2.1（一般的な海岸保全施設の種類と特性及び機能等の概要）のとおりとなる。 

また、本県の整備事例について、表-2.2.2（一般的な防護方法と宮崎県内における事例）に示す。 
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（２） 区域別の海岸保全施設の種類及び規模 

これまでの検討を踏まえ、整備区域における海岸保全施設の種類及び規模を表－2.2.3（海岸整備区

域整理表）にまとめる。 

なお、規模については、護岸に関する代表護岸高と延長を示しており、そのうち代表護岸高は、「第

１章第２節（１）防護の目標」における防護水準で示された計画高潮位に対して設計波を作用させた

場合の必要高さに余裕高を考慮した高さと、設計津波水位に余裕高を考慮した高さを比較し、大きい

方の値を採用した。 

実際の整備に当たっては、第４章を参考に、必要に応じて面的防護方式や段階的整備等の工夫を検

討した上で、各海岸の護岸高を決定するものとする。 

また、延長については、海岸保全施設等を新設または改良しようとする施設、及び維持又は修繕の

対象となる海岸保全施設の延長を記載している。 

（３） 区域別の海岸保全施設の配置 

整備区域における各海岸保全施設については、現在の海岸利用及び自然環境、景観等に配慮した配

置を行い、図-2.2.2（海岸整備区域図）にまとめる。 

なお、事業実施時の詳細検討においては、整備による海岸景観、環境のほか利用等への影響を総合

的に考慮し、住民等と合意形成を図りながら施設計画検討を行うものとする。 

第３節  海岸保全施設の維持又は修繕の方法 

海岸保全施設については、定期的な巡視または点検を行い、施設の損傷・劣化その他の変状の把握

に努め、変状が認められたときは、適切な維持・修繕等の措置を講じ、施設の機能を維持する。 

また、今後、急速に施設の老朽化が進行することが見込まれていることから、長寿命化計画を策定

し、施設を良好な状態を保つよう、施設の維持及び修繕を計画的に実施していく。 

なお、これらを実施する区域、施設の種類、規模、配置は、図-2.2.2（海岸整備区域図）及び表－

2.2.3（海岸整備区域整理表）にまとめる。 

第４節 海岸保全施設による受益地域及びその状況 

（１） 受益地域 

海岸保全施設の整備によって海岸侵食及び高潮・越波、津波等による災害から防護される地域であ

る受益地域については、図-2.2.2（海岸整備区域図）の中でその範囲を示す。 

（２） 土地利用の状況等 

受益地域における現況の土地利用の状況については、表－2.2.3（海岸整備区域整理表）の中で「背

後地の土地利用」の欄に示す。
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図－2.1.1 整備区域位置図

富田漁港海岸

二ツ建地区海岸
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表－2.2.1 一般的な海岸保全施設の種類と特性および機能等の概要（1/2） 

計画 

名称 

含まれる 

構造 
施設の概要・特性 

防護の有効性 環境・利用面での特性・周辺への影響等 

防  護 環 境 利用 

護岸 

直立堤 

高潮、波浪、侵食等による災害から海岸を防

護するために現地盤及び埋立地盤を直立するコ

ンクリート等で被覆する施設 

主な構成材料：コンクリート、自然石、 

ブロック、他 

高潮・越波対策に有効である。 コンクリートによる整備では、人工的な印象を与え、海岸景観

を損なう恐れがあるため、景観に配慮するためには自然石や化粧

型枠等による修景が必要である。 

また、陸側に施設ができることから、海岸と背後地の連続性が

損なわれる恐れがあり、砂浜が減少した場合、アカウミガメの上

陸・産卵に影響を及ぼす恐れがある。 

直接水に触れることは出来ないため、海浜

へのアプローチは、階段、斜路が必要。 

消波工 

直立護岸のみでは、防護機能が不十分な海岸

において、直立護岸面に消波ブロックを積み、

消波ブロックの消波効果により護岸の天端高を

低く抑えたり、越波を低減する施設 

主な構成材料：消波ブロック、他直立護岸に

準じる 

高潮・越波対策に有効である。 消波ブロックを積む工法であることから、人工的な印象を与

え、海岸景観を損なう恐れがある。 

また、陸側に施設ができることから、海岸と背後地の連続性が

損なわれる恐れがあり、砂浜が減少した場合、アカウミガメの上

陸・産卵に影響を及ぼす恐れがある。 

水際線へのアプローチや海とふれあうこ

とは困難である。 

緩傾斜堤 

護岸の法面を緩い勾配とすることにより、越

波の低減を図ったり海岸へのアクセスを容易に

する施設 

主な構成材料：被覆ブロック、階段ブロック、

自然石、コンクリート、他 

高潮・越波対策に有効である。 直立護岸に比べ、施設に大きな面積が必要であり、海浜幅を多

少減少させる。景観への配慮のため、自然石を用いることが多い。

また、陸側に施設ができることから、海岸と背後地の連続性が

損なわれる恐れがあり、砂浜が減少した場合、アカウミガメの上

陸・産卵に影響を及ぼす恐れがある。 

緩い勾配であることから水際線に近づき

やすくなる。 

また、階段状にすることも可能であり、海

水浴場で多く用いられている。 

大型波返堤 

直立護岸の法面を内側にわん曲させ、低い天

端高でありながら、越波防止対策効果を高めた

施設 

主な構成材料：ハイブリッド構造注）

越波対策に有効である。 コンクリートによる整備では、人工的な印象を与え、海岸景観

を損なう恐れがあるため、景観に配慮するためには化粧型枠等に

よる修景が必要である。 

また、陸側に施設ができることから、海岸と背後地の連続性が

損なわれる恐れがあり、砂浜が減少した場合、アカウミガメの上

陸・産卵に影響を及ぼす恐れがある。 

天端部を安全に利用することができる。 

離岸堤 

波を小さくする効果を利用し、背後に砂を貯

えることによる侵食防止や海浜造成効果を目的

として、汀線から離れた沖側の海面に汀線にほ

ぼ平行に設置される施設 

主な構成材料：消波ブロック、自然石、他 

侵食対策に有効である。加えて、波浪減衰効

果により施設背後の越波を軽減する効果もあ

る。海岸線の形状は波形となる。養浜工を組み

合わせることも多く行われる。 

アカウミガメの上陸・産卵に影響を与える可能性がある。 

海上に施設が見えるため、海岸景観を阻害する恐れがある。設

置位置によっては、漁礁効果も期待できる 

施設を設置した背後に、安全な利用水域が

出来ることにより、海岸利用が促進される場

合がある。 

船舶の航行に影響を与え、さらに沿岸の漁

場を消滅させる可能性がある。 

潜堤 

潜堤 

離岸堤とほぼ同様の形状で、消波することに

より越波を減少させ漂砂を制御する。環境面・

景観面に配慮して水面下にとどめた施設。堤背

後の堆砂機能は離岸堤に比較して少ない。 

主な構成材料：被覆ブロック、自然石、他 

侵食対策や、施設背後への越波の軽減に有効

であるが、長周期波に対しては効果が減少す

る。そのため、日向灘沿岸のようなうねり性の

波浪に対して効果を期待するには、堤体の幅を

広くする必要がある。また、養浜工を組み合わ

せることも多く行われるが、海岸線の形状は波

形となる。 

アカウミガメの上陸・産卵に影響を与える可能性がある。 

水中に没する施設であることから、景観に与える影響は少な

い。 

水中部分を石材やブロックで覆うことから､生態系の変化が懸

念される反面、設置位置によっては漁礁効果も期待できる。 

施設を設置した背後に、安全な利用水域が

出来ることにより、海岸利用が促進される。

天端水深によっては、船舶の航行に影響を

与え、さらに、捨石又はコンクリート等で地

盤を被覆することから、沿岸の漁場を一時的

に消滅させる可能性がある。 

人工リーフ 

波浪の減衰と、海浜の安定化を図ることを目

的として､自然のサンゴ礁の形態を捨石等の材

料を用いて人工的に再現させる施設 

主な構成材料：潜堤に準じる 

注）ハイブリッド構造：鋼材料、コンクリート等で予め構造の外郭を製作して現地に据え、コンクリートや土砂を詰め込んで本体を築造する工法
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表－2.2.1 一般的な海岸保全施設の種類と特性および機能等の概要（2/2）

計画名称 含まれる構造 施設の概要・特性 
防護の有効性 周辺への影響 

防護 環  境 利  用 

突堤 

突堤 

主として沿岸（汀線方向）漂砂が卓越する海岸において、沿

岸漂砂を制御することによって汀線の維持あるいは前進を図

ることを目的とした海岸から細長く突出して設けられる施設 

主な構成材料：コンクリート、消波ブロック、自然石、他 

侵食対策に有効であるが、波を小さく

する施設ではないため、高潮・越波に対

する効果は認められない。 

生態系への影響は小さい。 海岸の陸域部に施設が出来ることか

ら、一部に海岸が分断される恐れがある。

突堤上を利用でき、散策や釣り等に利

用可能である。 

ヘッドランド 

波が海岸に対して斜めに入射し沿岸漂砂が卓越する海岸に

おいて海岸を静的に安定化させるために波の入射方向に対し

て直角に配置される施設 

主な構成材料：突堤に準じる。 

侵食を防止する効果はある。施設の直

背後では波が減衰され、越波に対する効

果が期待されるが、施設の直背後以外で

は高潮・越波に対する効果は認められな

い。 

規模が大きくなることから、離岸堤と同

様な影響が懸念される。 

海岸の陸域部に施設が出来ることか

ら、一部に海岸が分断される恐れがある。

突堤上を利用でき、散策や釣り等に利

用可能である。 

養浜 

養浜工 

（人工海浜） 

侵食による護岸への影響や、砂浜で波浪を減衰させるため

に、人工的に砂を補給し、砂浜を形成した海浜 

主な構成材料：砂、玉石、他 

侵食に対して効果があるが、一時的な

効果にとどまる場合があり、安定のため

に離岸堤、突堤と組合わせることも多い。

生態系への影響は小さい。ただし、投入

先の海浜の状況等に配慮する必要がある。

また、ウミガメの上陸・産卵環境の保全に

も有効である。施工時期は生態の特性に配

慮する必要がある。 

海浜幅が広がることによって、海岸を

利用し易くなる。 

サンドバイパス 

沿岸方向の漂砂により、一所に堆積している多量の土砂（港

湾・漁港事業、河口浚渫等の他事業から発生する土砂を含む）

を、侵食された海岸に投入し海岸の砂浜を回復させること 

主な構成材料：砂 

一連の漂砂系において発生する局所的

な侵食に対して効果がある。 

生態系への影響は小さい。ただし、投入

先の海浜の状況等に配慮する必要がある。

また、ウミガメの上陸・産卵環境の保全に

も有効である。施工時期は生態の特性に配

慮する必要がある。 

海浜幅が広がることによって、海岸を

利用し易くなる。

(参考) 

透水層安定化工法 

砂浜海岸の地中に配水管等の透水層を埋設することにより

地下水位の上昇を抑え侵食を防止する施設（新構造） 

外郭施設波浪より上昇した砂浜の地下水は、透水層を通って海

中に排水する。 

侵食に対して効果がある。また、海浜

幅を確保することにより越波に対する効

果も考えられる。養浜砂の安定のために

離岸堤、突堤と組合わせることも多い 

施設の設置、水位の低下は波の遡上範囲

に限られるため、海浜植生、ウミガメの産

卵等への影響は軽微である。また、景観へ

も大きな影響を与えない。 

利用への影響はない。 

(参考) 

漂砂制御構造 

岸と沖を浮遊する沿岸漂砂をとらえ岸向きに移動させ定着

を図る施設（新構造） 

侵食に対して効果がある。また、海浜

幅を確保することにより越波に対する効

果も考えられる。 

水中に没する施設であることから、景観

に与える影響は少ない。 

水中部分をブロックで覆うが､生態系の

生息環境（水深）の変化が小さく海藻類の

着堤基盤としても期待できる。 

同上 

水門 

水門・樋門 

高潮や津波から海岸及び後背地を防護する目的で河川や運

河を横切って設けられる施設。 

高潮時に内水を強制的に排除するポンプ等も含まれる。 

高潮に対して効果がある。 

－ － 

陸閘 

護岸（堤防）や胸壁の前面の海岸または港湾・漁港施設等を

利用するために、普段は車両、人の通行が可能となるように設

けられた門扉。 

護岸に準じる。 

－ － 
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図-2.2.1 代表的な海岸保全施設等の整備イメージ 

表-2.2.2 一般的な防護方法と宮崎県内における事例 

 イメージ断面図 県内事例 

線

的

防

護

方

式

直立堤 
南浦漁港海岸

浦尻地区 

緩傾斜堤 小倉ヶ浜海岸

消波工 

(根固工) 
梅ヶ浜海岸 

面

的

防

護

方

式

離岸堤 

＋ 

緩傾斜堤 

住吉海岸 

潜堤 

＋ 

緩傾斜堤 

古江港海岸 

下阿蘇地区 

突堤 
＋ 

潜堤 
＋ 

養浜 
＋ 

緩傾斜堤 

一ツ葉海岸 

消波工(根固工) 

養浜(サンドバイパス)

突堤 

直立堤

緩傾斜堤 直立堤 

潜堤 

離岸堤 



― ７８ ―

表-2.2.3 海岸整備区域整理表[H27.3 時点]（1/7）

※注）上記表の代表護岸高は前回計画時（H27.3）の値であり、実際の整備に当たっては、第４章を参考に算出する必要がある。



― ７９ ―

表-2.2.3 海岸整備区域整理表[H27.3 時点]（2/7） 

※注）上記表の代表護岸高は前回計画時（H27.3）の値であり、実際の整備に当たっては、第４章を参考に算出する必要がある。



― ８０ ―

表-2.2.3 海岸整備区域整理表[H27.3 時点]（3/7） 

※注）上記表の代表護岸高は前回計画時（H27.3）の値であり、実際の整備に当たっては、第４章を参考に算出する必要がある。



― ８１ ―

表-2.2.3 海岸整備区域整理表[H27.3 時点]（4/7） 

※注）上記表の代表護岸高は前回計画時（H27.3）の値であり、実際の整備に当たっては、第４章を参考に算出する必要がある。



― ８２ ―

表-2.2.3 海岸整備区域整理表[H27.3 時点]（5/7）

※注）上記表の代表護岸高は前回計画時（H27.3）の値であり、実際の整備に当たっては、第４章を参考に算出する必要がある。



― ８３ ―

表-2.2.3 海岸整備区域整理表[H27.3 時点]（6/7）

※注）上記表の代表護岸高は前回計画時（H27.3）の値であり、実際の整備に当たっては、第４章を参考に算出する必要がある。



― ８４ ―

表-2.2.3 海岸整備区域整理表[H27.3 時点]（7/7）

※注）上記表の代表護岸高は前回計画時（H27.3）の値であり、実際の整備に当たっては、第４章を参考に算出する必要がある。



－ ８５ － 

1.直海地区海岸～11.南浦漁港海岸（安井地区）                          

※注）上記図は前回計画時（H27.3）の内容であり、実際の整備に当たっては、第 4 章を参考に詳細検討を行う必要がある。 

図－2.2.2 海岸整備区域図[H27.3 時点]（1/12）



－ ８６ － 

12.延岡港海岸～16.かしの浜海岸                                    

※注）上記図は前回計画時（H27.3）の内容であり、実際の整備に当たっては、第 4 章を参考に詳細検討を行う必要がある。 

図－2.2.2 海岸整備区域図[H27.3 時点]（2/12）



－ ８７ － 

17.金磯地区海岸～24.平岩港海岸                        

※注）上記図は前回計画時（H27.3）の内容であり、実際の整備に当たっては、第 4 章を参考に詳細検討を行う必要がある。 

図－2.2.2 海岸整備区域図[H27.3 時点]（3/12）



－ ８８ － 

25.美々津港海岸～29.川南地区海岸                        

※注）上記図は前回計画時（H27.3）の内容であり、実際の整備に当たっては、第 4 章を参考に詳細検討を行う必要がある。 

図－2.2.2 海岸整備区域図[H27.3 時点]（4/12）



－ ８９ － 

29.川南地区海岸～31.高鍋港海岸                          

※注）上記図は前回計画時（H27.3）の内容であり、実際の整備に当たっては、第 4 章を参考に詳細検討を行う必要がある。 

図－2.2.2 海岸整備区域図[H27.3 時点]（5/12）



－ ９０ － 

32.日ノ出海岸～36.宮崎海岸（石崎浜地区）                     

※注）上記図は前回計画時（H27.3）の内容であり、実際の整備に当たっては、第 4 章を参考に詳細検討を行う必要がある。 

図－2.2.2 海岸整備区域図[H27.3 時点]（6/12）

34 

33 



－ ９１ － 

※注）上記図は前回計画時（H27.3）の内容であり、実際の整備に当たっては、第 4 章を参考に詳細検討を行う必要がある。 

図－2.2.2 海岸整備区域図[H27.3 時点]（7/12）



－ ９２ － 

41.宮崎海岸（赤江地区）～48.小内海地区海岸                            

※注）上記図は前回計画時（H27.3）の内容であり、実際の整備に当たっては、第 4 章を参考に詳細検討を行う必要がある。 

図－2.2.2 海岸整備区域図[H27.3 時点]（8/12）



－ ９３ － 

49.鶯巣漁港海岸～55. 風田・平山海岸                        

※注）上記図は前回計画時（H27.3）の内容であり、実際の整備に当たっては、第 4 章を参考に詳細検討を行う必要がある。 

図－2.2.2 海岸整備区域図[H27.3 時点]（9/12）



－ ９４ － 

56.梅ヶ浜海岸～66.市木漁港海岸（築島地区）                           

※注）上記図は前回計画時（H27.3）の内容であり、実際の整備に当たっては、第 4 章を参考に詳細検討を行う必要がある。 

図－2.2.2 海岸整備区域図[H27.3 時点]（10/12）



－ ９５ － 

67.市木漁港海岸（石波地区）～72.黒井港海岸                    

※注）上記図は前回計画時（H27.3）の内容であり、実際の整備に当たっては、第 4 章を参考に詳細検討を行う必要がある。 

図－2.2.2 海岸整備区域図[H27.3 時点]（11/12）



－ ９６ － 

73.永田海岸～79.福島高松漁港海岸                                

※注）上記図は前回計画時（H27.3）の内容であり、実際の整備に当たっては、第 4 章を参考に詳細検討を行う必要がある。 

図－2.2.2 海岸整備区域図[H27.3 時点]（12/12） 
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